
義務教育学校について 

１ 「義務教育学校」は，一人の校長の下，一つの教職員組織が置かれ，義務教育９年間の学校教育目標を設

定し，９年間の系統性を確保した教育課程を編成・実施する新しい種類の学校です。心身の発達に応じて，

義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことが学校の目的とされています。 

 

２ 修業年限は９年ですが，転出入する児童生徒への配慮等から，前期６年と後期３年の課程に区分し，基本

的には，それぞれ小学校及び中学校の学習指導要領が準用されます。その上で，一貫教育の軸となる新教科

等の創設や，学年段階間・学校段階間での指導内容の入替え等，一貫教育の実施に必要な教育課程上の特例

を設置者の判断で実施することが認められています。 

 

３ 義務教育学校は，９年の課程が小学校相当の前期６年，中学校相当の後期３年に区分されていますが，１

年生から９年生までの児童生徒が１つの学校に通うという特質を生かして，９年間の教育課程において「４

―３―２」や「５―４」などの柔軟な学年段階の区切りを設定することが容易になります。 

 

４ 義務教育学校は，国立・公立・私立のいずれも設置が可能ですが，公立については，既存の小学校及び中

学校と同様，市区町村の学校設置義務の履行の対象であり，市区町村教育委員会による就学指定の対象校と

なります。 

 

５ 教員の免許状については，小学校及び中学校の教諭の免許状の両方を併有することを原則としつつ，当分

の間は，小学校又は中学校の教諭の免許状のどちらかを持っていれば，それぞれ義務教育学校の前期課程又

は後期課程の主幹教諭，指導教諭，教諭又は講師となることができることとされています。ただし，免許制

度自体が柔軟なものに改善されているため，どちらかの免許状しか持っていない場合でも様々な取組に参画

することは可能です（「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引き」文部科学省 より） 

  

資料４ 



 

 

 

１．小中一貫教育のねらい 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．小中一貫教育の指導体制 

校長１，副校長１，教頭２，主幹教諭２，教諭（＋α），養護教諭２，学校事務２ 

 

３．小中一貫教育の学年のくくり（小学１年生から中学３年生までの９年間～イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）地域の人材活用と協働（共働）力強化 
・学校と地域との連携・協働のための地域コーディネ

ーターを配置し，積極的な繋がりから地域に誇りを

持つ児童生徒の育成を目指す。 

（４）教職員の連携・強化 
・小学校高学年における教科担任制や小中相互乗入授業

等，新たな取り組みの実施により，教員の資質向上が

期待できる。 

（３）中１ギャップの解消 
・同じ施設において小学校教員にも見守られることにより，

小学校から中学校への円滑な移行が期待できる。 

（２）社会性の育成 
・中学生には思いやりやリーダーとしての規範意識，小学

生には憧れの気持ちが醸成され，精神的な安定や成長，

社会性の高まりが期待できる。 

（１）学力の向上 
・一貫した理念のもと，9年間にわたり教科の系統性に配慮した教育課

程が編成でき，充実した学習環境の確保ができる。 

〈後期：２年間（中２～中３＝８年～９年）〉 
義務教育修了に伴う学力と社会性を身に付けた

生徒を育成。 

〈中期：３年間（小５～中１＝５年～７年）〉 
小学５，６年生の一部教科担任制や小中学校間の

相互乗入授業の実施。 

〈前期：４年間（小１～小４＝１年～４年）〉                  

個々に応じた細やかな指導の徹底。 

（案） 

卒 業 式 

１／２成人式 

部活動見学・体験 

（５・６年生） 

立 志 式 

入 学 式 


